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所得税のしくみ

所得税は
どのように
計算するの？

所得税の算出のしくみ
所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得
控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。

注:土地建物等や株式等の譲渡所得など他の所得と区分して税額を計算する所得もあります。

9万7,500円+13万5,000円+64万円＝87万2,500円（所得税額）

課税所得金額

195万円×0.05
＝9万7,500円

195　　　330

135万円×0.1
＝13万5,000円

320万円×0.2
＝64万円

税率5％ 税率10％
税率20％

650（万円）

◎所得税等の申告納税額の計算の流れ

〇所得金額の計算について
所得は、その性質によって次の10種類に分か
れ、それぞれの所得について、収入や必要経費
の範囲あるいは所得の計算方法などが定められ
ています。

▶ 基礎控除
全ての方に適用される控除で、納税者本人の合計
所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。

〇所得税額の計算
所得税額は、課税所得金額に所得税の税率を適用して計算します。

◎超過累進税率
所得税の税率は、所得が多くなるに従って段階的に高くなり、納税者がその支払能力に応じ
て公平に税を負担するしくみとなっています。

（例）課税所得金額が
650万円の場合に適
用される所得税の税
率及び所得税額（令
和６年分）

〇課税所得金額の計算について
課税所得金額は、その方の全ての所得から所得控除額を差し引いて算出します。所得控除とは、控除の対象となる扶養親族が何人いるかなどの個人
的な事情を加味して税負担を調整するもので、次の種類があります。

1　

記帳や帳簿等保存・青色申告

帳簿などは何年か
保存しなくては
いけないと
聞いたのですが・・・

記帳や帳簿などの保存の必要性
1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の
状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。

青色申告って
どのような
ものですか？

青色申告制度
日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をする
ことで、所得の計算などについて様々な特典が受けられる制度です。

●青色申告をすることができるのは、事業所得、不動産所得及び
山林所得のある方です。

●青色申告をしようとする方は、その年の3月15日までに「青色申
　告承認申請書」を納税地の所轄税務署に提出してください。
　注：その年の1月16日以後に新たに開業した方は、開業の日から2か月以内に提出し
　　 てください。

●青色申告者には、数多くの特典がありますが、その主なものは 
　次のとおりです。

●雑所得を生ずべき業務を行う方で、前々年分のその業務に係る収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を５年間保存する必要があります。
●消費税の課税事業者が仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等や、適格請求書発行事業者として交付した適格請求書の写し及び提供した電磁的記録については、
　上記に関わらず７年間保存する必要があります。
→適格請求書等保存方式（インボイス制度）については、P５「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」参照

〈青色申告特別控除〉
　事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営んでいる方で、正規
の簿記の原則により記帳している方については、一定の要件の
下で、事業所得や不動産所得の金額から最高65万円又は55
万円を差し引くことができます。
注：簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円を控除することができます。

〈青色事業専従者給与の必要経費算入〉
　青色申告者と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族
で、その事業に専ら従事している人（青色事業専従者）に支払
った給与は、あらかじめ納税地の所轄税務署に提出した届出書
に記載された金額の範囲内で、青色事業専従者の労務の対
価として適正な金額であれば必要経費とすることができます。

〈純損失の繰越しと繰戻し〉
　事業所得等が赤字となり、純損失が生じたときは、その損失額を
翌年以後3年間（※）にわたって各年分の所得から差し引くことができ
ます（純損失の繰越し）。また、前年も青色申告をしている場合は、
純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得に繰り戻
して控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできます（純損
失の繰戻し）。
※特定非常災害により損失が生じた場合は、一定の純損失の金額の繰越期間が
５年になります。

青色申告者は、原則として正規の簿記の原則（一般的には複式
簿記）により記帳を行うこととされています。複式簿記による記帳
に当たっては、市販の会計ソフトを利用することで、簡単にかつ負
担なく記帳をすることができます。

青色申告の場合
　白色申告者（青色申告者以外の方）についても、事業所得、不
動産所得及び山林所得を生ずべき業務を行う全ての方（所得
税等の申告の必要がない方も含みます。）は、帳簿を備え付け
て収入金額や必要経費に関する事項を記載するとともに、帳
簿や書類を保存する必要があります。

白色申告の場合

帳簿

保存が必要なもの 保存期間

書類

収入金額や必要経費を記載した帳簿（法定帳簿）

業務に関して作成した上記以外の帳簿（任意帳簿）

決算に関して作成した棚卸表その他の書類

業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、
送り状、領収書などの書類

7年

5年

5年

◇帳簿書類の保存期間
◇帳簿書類の保存期間

●電子帳簿等保存制度について
保存が必要な帳簿や書類は、紙ではなく電子データとして保存することで、保管スペースが不要となるほか、業務のデジタル化による生産性向上や
テレワーク推進等にもつながります。
また、請求書・領収書などを紙ではなく電子データでやりとりした場合には、一定の要件を満たして電子データのまま保存する必要があります。
詳しくは、国税庁ホームページ「電子帳簿等保存制度特設サイト」（https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm）
からパンフレットや紹介動画をご覧ください。

保存が必要なもの

納税者本人の合計所得金額 控除額

保存期間

帳簿

決算関係書類

利子所得

給与所得

一時所得

①

⑤

⑨

配当所得

退職所得

雑所得

②

⑥

⑩

不動産所得

山林所得

③

⑦

事業所得

譲渡所得

④

⑧

現金預金取引等
関係書類

その他の書類

書類

仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経
費帳、固定資産台帳など

損益計算書、貸借対照表、棚卸表など

領収証、小切手控、預金通帳、
借用証など

取引に関して作成し、又は受領した上
記以外の書類（請求書、見積書、契
約書、納品書、送り状など）

7年

7年

7年（※）

5年

※前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下の方は、5年

雑損控除

生命保険料控除

寡婦控除

配偶者特別控除

2,400万円以下

2,400万円超2,450万円以下

2,450万円超2,500万円以下

2,500万円超

48万円

32万円

16万円

０円

P22参照

P17参照

P10参照

P9参照

①

⑤

⑨

⑬

医療費控除

地震保険料控除

ひとり親控除

扶養控除

P15参照

P18参照

P10参照

P9,12,14参照

②

⑥

⑩

⑭

社会保険料控除

寄附金控除

勤労学生控除

基礎控除

    ̶

P19参照

    ̶

以下参照

③

⑦

⑪

⑮

小規模企業共済等掛金控除

障害者控除

配偶者控除

    ̶

P13参照

P9,12参照

④

⑧

⑫

収
入
金
額 所得金額 課税所得金額 所得税額×　　　＝所得税

の税率

×2.1％所得控除額
所得税額から差し引かれる金額

収入から差し引かれる金額

復興特別所得税額 源泉徴収税額など

所得税等の
申告納税額

A所得金額の計算 B課税所得金額の計算 C所得税額の計算 D基準所得税額の計算 E所得税等の申告納税額の計算
（収入金額）－（収入から差し引かれる金額）

＝（所得金額）
（所得金額）－（所得控除額）

＝（課税所得金額）
（課税所得金額）×所得税の税率

＝（所得税額）

【電子帳簿等保存制度特設サイト】

◎所得税等の確定申告
●所得税等の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、申告期限までに確定申告
書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

●所得税等の確定申告期間はその年の翌年2月16日から3月15日までです（還付申告の方は、1月から申告書を提出することができます。）。
　注：税務署の閉庁日（土曜日、日曜日、祝日等）は、通常、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。

　注：平成25年から令和19年までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納税します。また、平成25年１月１日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得に
ついては、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税が併せて徴収されます。

基準所得税額 基準所得税額

（基準所得税額）×2.1％＝（復興特別所得税額）
（基準所得税額）＋（復興特別所得税額）－（源泉徴収税額など）

＝（所得税等の申告納税額）※令和６年分の定額減税額を含みます。

（所得税額）－（所得税額から差し引かれる金額（※））
＝（基準所得税額）


